
                                                                                                                                                                                                                                                            

令和５年第９回 清瀬市まちづくり委員会議事要旨 

 

【開催日時等】 

 日時：令和５年９月２６日（火）午後６時から８時５分 

 場所：清瀬市役所４階研修室 

 

【出席委員】 

 関根委員長、朝倉委員、井澤委員、上村委員、有働委員、大森委員、菊谷委員、小寺委

員、佐合委員、佐々木委員、関委員、田鹿委員、花岡委員、前川委員、増田委員、望月委

員、柳瀬委員、山村委員 

 事務局：市民協働課長、協働係係長、協働係主事 

 

【配布資料】 

 提案者への報告（No. 20、21、24、25、27、28、29、30、31） 

 清瀬市まちづくり基本条例に関する条例運用状況調査 

 過去提言の状況確認調査 

 清瀬市まちづくり基本条例に基づく提言について（報告） 

 市長提言に向けた提案書 

 

【議事】 

１ 開会 挨拶 

２ 事務局より 

（１）配布資料の確認 

（２）令和５年第８回議事要旨の確認 

   修正なし。ホームページに掲載する。 

３ 前回の振り返り 

４ 報告事項 

（１）運営委員会報告 

（２）「清瀬市まちづくり基本条例に関する提案」の審議結果について（報告） 

（３）清瀬市まちづくり基本条例に基づく調査について 

（４）市長提言の回答 

（５）街頭アンケートの結果 

（６）新規提案 No.33、34、35 

<意見> 

委 員 次回の運営委員会で No.35までの審議をどうするのか決めていただきたい。 

委 員 No.31 までは審議できる内容だったが、No.32 から 35 までは委員や提案審議グ

ループが審議する内容ではない。 



 委 員 No.35は No.８と一緒で、次年度の委員に託すことはできない。 

５ 審議事項 

（１）提案 No.20、21、24、25、27、28、29、30、31への報告 

 <結果> 

  賛成多数により事務局が追記したものを提案者へ送付する。 

  ア 提案№20 

    決議 賛成：17人 反対：０人 白票：０人 欠席：３人 

    結果 可決 

  イ 提案№21 

    決議 賛成：17人 反対：０人 白票：０人 欠席：３人 

    結果 可決 

  ウ 提案№24 

    決議 賛成：17人 反対：０人 白票：０人 欠席：３人 

    結果 可決 

  エ 提案№25 

    決議 賛成：13人 反対：４人 白票：０人 欠席：３人 

    結果 可決 

  オ 提案№27 

    決議 賛成：17人 反対：１人 白票：０人 欠席：２人 

    結果 可決 

  カ 提案№28 

    決議 賛成：18人 反対：０人 白票：０人 欠席：２人 

    結果 可決 

  キ 提案№29 

    決議 賛成：18人 反対：０人 白票：０人 欠席：２人 

    結果 可決 

  ク 提案№30 

    決議 賛成：18人 反対：０人 白票：０人 欠席：２人 

    結果 可決 

  ケ 提案№31 

    決議 賛成：18人 反対：０人 白票：０人 欠席：２人 

    結果 可決 

（２）提案 No.32、33 

   委員長案件で回答案を作成する。 

   決議 賛成：18人 反対：０人 白票：０人 欠席：２人 

   結果 可決 

（３）12月まちづくりフォーラムについて 

   開催日時（12月 16日（土）10時）と前日のリハーサル 



   決議 賛成：18人 反対：０人 白票：０人 欠席：２人 

   結果 可決 

（４）市長提言案について 

 <意見> 

 委 員 もう少し資料を補足した方が良い。 

 委 員 今年度で終わる計画には音楽に関係することが無い。来年度も音楽が入らない 

と清瀬の民度が下がるのではないか。芸術の間口を広げる必要がある。 

６ 協議事項 

（１）グループワーク 

  ア 提案審議グループ 

   ①今までの提案をまとめやすくしたい。 

   ②フォーラムに向けてどのような資料が必要なのか事務局と話し合いたい。 

    →事務局より、昨年度の市長提言書を送付するので確認いただきたい。 

  イ 条例審査グループ 

   ①運用状況調査は各課からの回答待ち。 

   ②提案 No.35の基本指針については、条例８条に該当するかどうかわからないため、 

事務局で（教育委員会や文書法制係に）確認してもらうことにした。 

  ウ ＷＳグループ 

   ①アンケートの報告 

   ②フォーラムの内容について 

  <意見> 

  委 員 アンケート調査に参加して、市民と直接顔を合わせてやったことは今までに 

ないことで、市民の約１％近くの方と話せたことは大きなことだと感じた。 

７ １２月まちづくりフォーラムまでのスケジュール確認 

８ 次回開催 

  令和５年 10月 24日(火)午後６時～８時 

  清瀬市役所 研修室 

９ 閉会 


